
 

  

平 成 30年 ６ 月 28日 

九 州 電 力 株 式 会 社 

 

 

平成30年度 初任給を改定します 

―２年ぶりに改定、対前年3,000円加算― 

 

 平成30年度初任給について、以下のとおり改定します。 

 なお、初任給の改定は、平成28年度に改定して以来、２年ぶりとなります。 

 

 

【平成30年度】 

（単位：円） 

 大学院 大 学 高専・短大 高 校 

初任給 

（対前年） 

225,000 

(+3,000) 

203,000 

(+3,000) 

179,000 

(+3,000) 

163,000 

(+3,000) 

 

以  上 


